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Ⅰ 総 則 

 

１ はじめに 

このマニュアルは、火薬類取締法に基づく川越地区消防組合管理者の権限に属する事務のうち、

火薬類の製造、販売、貯蔵、譲渡、譲受及び消費等に係る申請、届出及び報告等（以下「申請等」

という。）に関する必要な手続きを示すとともに、申請等に伴う義務や遵守事項について解説した

ものである。 

なお、この申請届出マニュアルにおいて使用する用語は、次に掲げる法令をいう。 

法 火薬類取締法（昭和 25 年 5 月 4 日 法律第 149 号） 

政令 火薬類取締法施行令（昭和 25 年 10 月 31 日  政令第 323 号） 

省令 火薬類取締法施行規則（昭和 25 年 10 月 31 日  省令第 88 号） 

細則 
川越地区消防組合火薬類取締法施行細則 

（令和 3 年 5 月 25 日 川越地区消防組合規則第 8  号） 

 

２ 窓口申請等の一般的留意事項 

（１）書類の提出方法 

ア 申請書、届出書及び報告書（以下「申請書等」という。）は、正副２部提出すること。 

イ 申請書等は、その記載内容について説明を求められた場合に、説明ができる者が持参して提

出すること。 

ウ 申請書は、許可、検査、認可又は指示（以下「許可等」という。）に要する標準処理期間を

考慮し、余裕を持って提出すること。 

（２）書類の提出先 

申請書等は、川越地区消防局予防課（以下、「予防課」という。）へ提出すること。 

（３）許可証等の取扱い 

ア 許可証、検査証、認可証又は指示証（以下「許可証等」という。）の交付は、許可等を受け

た本人または許可証等の受領の権限を委任された者が直接手渡しで受けること。 

イ 火薬類譲渡許可証及び火薬類譲受許可証は政令第 2 条各号のいずれかに該当したときは、予

防課へ返納すること。 
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ウ 火薬類譲渡許可証及び火薬類譲受許可証を喪失又は盗取された場合は、速やかに、予防課

（場合に応じて警察）に連絡し、再交付の申請をすること。その場合、再交付を受けた後、旧

許可証を発見したときは、速やかに予防課へ提出すること。 

 

３ 申請者等 

許可等を受けようとする申請者、届出を行う届出者又は報告を行う報告者（以下「申請者等」と

いう。）は、個人である場合にはその者、法人である場合には代表権を有する者であること。  

代理人による申請又は許可証等の受領は、委任状を添付すること。 

模型ロケットその他がん具の用に供される火薬類の許可申請は、取扱従事者のうち責任者が申請

者となること。 
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４ 許可等に要する日数 

行政手続法第 6 条に基づき、川越地区消防組合の火薬類取締法における各種申請に係る標準処理

期間は次のとおりです。（標準処理期間とは、申請がその提出先の機関に到達してからその処分を

するまでに通常必要とされる標準的な期間をいう。） 

   標準処理期間 
 

処分の名称 根拠条項 標準処理期間 

火薬類製造営業の許可 法第 3 条 8日 

火薬類販売営業の許可 法第 5 条 8日 

火薬製造施設等の変更の許可 法第 10 条第 1 項 8日 

火薬庫設置、移転又は変更の許可 法第 12 条第 1 項 8日 

火薬庫所有等の義務に係るやむを得ない

場合の許可 
法第 13 条ただし書 8日 

完成検査 法第 15 条第 1 項、第 2項 8日 

火薬類等の譲渡又は譲受の許可 法第 17 条第 1 項 

5 日 

（関係期間への意見照

会に要する期間を除く。） 

譲渡許可証又は譲受許可証の書換 法第 17 条第 7 項 3 日 

譲渡許可証又は譲受許可証の再交付 法第 17 条第 8 項 5 日 

火薬類等の消費の許可 法第 25 条第 1 項 

5 日 

（関係期間への意見 

照会に要する期間を除く。） 

危害予防規程の制定又は変更の認可 法第 28 条第 1 項 8日 

保安教育計画の制定又は変更の認可 法第 29 条第 1 項又は第 5項 8日 

保安検査 法第 35 条第 1 項 5日 

火薬庫外貯蔵場所の指示 省令第 15 条第 1 項 8日 
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５ 申請に必要な手数料 

火薬類の申請に必要な手数料は次のとおりです。 

納入方法は、規定手数料を現金で用意し申請書類と併せて、予防課に提出すること。 

手数料の種類 手数料の額 

製造営業許可 ２２０，０００円 

販売営業の許可 

① 競技用紙雷管のみの許可 

② ①以外の許可 

 

２５，０００円 

１１０，０００円 

火薬庫の設置・移転許可 

火薬庫の構造・設備の変更許可 

７３，０００円 

８，３００円 

完成検査 

① 製造施設 

② 火薬庫設置・移転 

③ 火薬庫の構造・設備変更 

 

４１，０００円 

４１，０００円 

２３，０００円 

譲渡許可 １，２００円 

譲受許可 

① 火工品のみ 

② 火薬、爆薬の申請数量が２５ｋｇ以下 

③ 火薬、爆薬の申請数量が２５ｋｇ超 

 

 

２，４００円 

３，５００円 

６，９００円 

煙火消費許可 ７，９００円 

保安検査 

① 製造施設 

② 火薬庫 

 

４１，０００円 

４１，０００円 

  

   

 


